
号

外

三�
令

和

八

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二
三

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
飛�
県
事
務
所
の
部
一
の
項
第
一
号
中｢

水
産
研
究
所
下
呂
支
所
、
病
害
虫
防
除
所
飛�

支
所
、
飛�
家
畜
保
健
衛
生
所｣

を｢

病
害
虫
防
除
所
飛�
支
所
、
飛�
家
畜
保
健
衛
生
所
、
水
産
研

究
所
下
呂
支
所｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
八
の
項
中｢

環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

自
然
環
境
課｣

に
改
め
、
同
項

第
一
号
中｢

岐
阜
地
域
環
境
室｣

を｢

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所｣

に
改
め
、
同
部
九
の
項
中｢

環
境
生

活
政
策
課｣

を｢

自
然
環
境
課｣

に
改
め
、
同
部
二
十
五
の
項
中｢

、
環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規

則

(

昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
中

｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、

｢｢

登
録
規
則｣

を｢｢

規
則｣

に
改
め
、
同
項
第
三
十
三
号
中｢

登
録
規
則｣

を｢

規
則｣

に
改
め
、

同
部
二
十
九
の
項
中｢｢

規
則｣

を｢｢

省
令｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

第
四
十
一
号｣

を｢

第
四

十
二
号｣
に
、｢

第
四
十
二
号｣

を｢

第
四
十
三
号｣

に
改
め
、
同
項
第
四
十
号
中｢

規
則｣

を｢

省

令｣

に
改
め
、
同
項
第
四
十
九
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
一
号
と
し
、

同
項
第
四
十
八
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
号
と
し
、
同
項
第
四
十
七

号
中｢

規
則｣

を｢
省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
九
号
と
し
、
同
項
第
四
十
六
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
八
号
と
し
、
同
項
第
四
十
五
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
一
日



に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
七
号
と
し
、
同
項
第
四
十
四
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
四
十
六
号
と
し
、
同
項
第
四
十
三
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

四
十
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

44

省
令
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
号
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
必

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
二
十
九
の
項
第
四
十
二
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
四
十
三
号
と
し
、
同
項
第
四
十
一
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十

二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

41

省
令
第
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
号
の
従
事
者
証
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
県
税
事
務
所
長
及
び
自
動
車
税
事
務
所
長
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )２

岐
阜
地
域
環
境
事
務

所
長

二

大
気
汚
染
防
止
法

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務
一

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場

の
環
境
管
理
に
関
す

る
規
則(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ば
い

煙
発
生
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

２

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ば
い

煙
発
生
施
設
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

１

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事

業
者
が
提
出
す
る
書
面
を
受
理
し
、
県
関

係
機
関
に
送
付
す
る
こ
と
。

２

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事

業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
面
の
取
り
ま
と

め
を
す
る
こ
と(

排
出
水
に
関
す
る
も
の

に
限
る
。)

。

３

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原

因
調
査
に
係
る
報
告
を
受
理
し
、
県
関
係

機
関
に
送
付
す
る
こ
と
。

４

規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事

業
者
に
対
し
、
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ

と
。

５

規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必

要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
ゴ
ル
フ
場
に
立

ち
入
り
、
調
査
を
行
う
こ
と
。

６

規
則
別
表
五
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行

為
に
関
す
る
協
議
に
応
ず
る
こ
と
。

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ば
い

煙
発
生
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

４

法
第
十
条
第
二
項(

法
第
十
七
条
の
十

三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
十
三
第
一
項
及

び
第
十
八
条
の
三
十
六
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

り
実
施
の
制
限
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

５

法
第
十
一
条(

法
第
十
七
条
の
十
三
第

二
項
、
第
十
八
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第

十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
氏

名
の
変
更
等
又
は
施
設
の
使
用
の
廃
止
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

６

法
第
十
二
条
第
三
項(

法
第
十
七
条
の

十
三
第
二
項
、
第
十
八
条
の
十
三
第
二
項

及
び
第
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

７

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事

故
時
に
お
け
る
通
報
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
設
置

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

９

法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
と
な
つ

た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

10

法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
構
造

等
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

11

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一

般
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

12

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一

般
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

13

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
と
な
つ
た
旨
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。
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三

水
質
汚
濁
防
止
法

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
施
設
等
の
設
置
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

２

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
施
設
等

と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

３

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
施
設
等

の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

４

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

第
一
項
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

５

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
氏
名
の
変
更

等
又
は
施
設
の
使
用
の
廃
止
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

14

法
第
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
設
置
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

15

法
第
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
構
造
等
の
変

更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

16

法
第
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
と
な
つ
た
旨
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

17

法
第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
解
体
等
工
事
に
係
る
調
査
の
結
果
の

報
告
を
受
け
る
こ
と
。

18

法
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作

業
の
実
施
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

19

法
第
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
水
銀
排
出
施
設
の
設
置
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

20

法
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
水
銀
排
出
施
設
と
な
つ
た
旨
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

21

法
第
十
八
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
水
銀
排
出
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

22

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

ば
い
煙
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
等

に
対
し
報
告
徴
収
等
を
す
る
こ
と
。

五

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

対
策
特
別
措
置
法

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務
四

特
定
工
場
に
お
け

る
公
害
防
止
組
織
の

整
備
に
関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

２

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
特
定
施
設
と
な
つ
た
旨
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

３

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

４

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
す
る

こ
と
。

５

法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
氏
名
の
変

１

法
第
三
条
第
三
項(

法
第
四
条
第
三
項
、

第
五
条
第
三
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
り
公
害
防
止
統
括
者
の
選
任
等
の
届

出
を
受
け
る
こ
と(

騒
音
又
は
振
動
発
生

施
設
の
み
が
設
置
さ
れ
て
い
る
特
定
工
場

を
除
く
。)

。

２

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
事
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

３

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
事
業

者
に
対
し
報
告
徴
収
等
を
す
る
こ
と
。

６

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地

位
の
承
継
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

７

法
第
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
総
量

削
減
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
指

導
等
を
す
る
こ
と
。

８

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
地
域
内
事
業
場
の
設
置
者
の
汚
濁
負
荷

量
の
測
定
方
法
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

９

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
故
時
に
お
け

る
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

10

法
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
特
定
事
業
場
の
設
置
者
等
に

対
し
報
告
徴
収
等
を
す
る
こ
と
。



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )４

七

フ
ロ
ン
類
の
使
用

の
合
理
化
及
び
管
理

の
適
正
化
に
関
す
る

法
律(

以
下
こ
の
項

中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務
六

特
定
化
学
物
質
の

環
境
へ
の
排
出
量
の

把
握
等
及
び
管
理
の

改
善
の
促
進
に
関
す

る
法
律(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
特

定
製
品
の
管
理
者
に
対
し
必
要
な
指
導
及

び
助
言
を
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
七
条
第
二
項(

法
第
三
十
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充�
回

収
業
の
登
録
等
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け

る
こ
と
。

３

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充�
回
収
業
者
の
変
更

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

４

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充�
回
収
業
者
の
廃
業

等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

５

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
か
ら
の

報
告
を
受
け
る
こ
と
。

６

法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
の
報
告
を
受

け
る
こ
と
。

１

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一

種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及
び
移
動
量

に
関
す
る
事
項
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

更
等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

６

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地

位
の
承
継
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

７

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

事
故
時
に
お
け
る
通
報
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

測
定
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

９

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
施
設
に
係
る
報
告
徴
収
等
を
す
る
こ

と
。

八

土
壌
汚
染
対
策
法

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

、

土
壌
汚
染
対
策
法
施

行
規
則(

以
下
こ
の

項
中｢

施
行
省
令｣

と
い
う
。)

及
び
汚

染
土
壌
処
理
業
に
関

す
る
省
令(

以
下
こ

の
項
中｢

処
理
業
省

令｣

と
い
う
。)

の

施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用

が
廃
止
さ
れ
た
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設

に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
で
あ
つ

た
土
地
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
の

報
告
を
受
け
、
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
人

の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

な
い
旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

２

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
土
地

の
利
用
方
法
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

３

法
第
三
条
第
七
項
及
び
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

４

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地

の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
結
果
の
提
出
を

受
け
る
こ
と
。

５

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染

除
去
等
計
画
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

６

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
汚
染

除
去
等
計
画
の
変
更
を
命
ず
る
期
間
の
短

縮
を
通
知
す
る
こ
と
。

７

法
第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
実
施

措
置
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

７

法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種

特
定
製
品
整
備
者
等
に
対
し
必
要
な
指
導

及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

８

法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
フ
ロ
ン

類
又
は
指
定
製
品
の
製
造
業
者
等
に
対
し

業
務
の
状
況
等
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

９

法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

所
属
職
員
に
フ
ロ
ン
類
又
は
指
定
製
品
の

製
造
業
者
等
の
事
務
所
等
の
立
入
検
査
等

を
さ
せ
る
こ
と
。

10

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係
地
方
公
共

団
体
の
長
に
対
し
必
要
な
資
料
の
送
付
そ

の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
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の
規
定
に
よ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

９

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
施
行
管
理
方
針
が
基
準
に
適
合
す
る

旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

10

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要

措
置
区
域
又
は
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

の
指
定
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

11

法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
者
に
対
し
報
告
等
を
求
め
、
又
は
職
員

に
土
地
の
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

12

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
汚

染
状
態
が
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
。

13

法
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
汚
染
土
壌
の
搬
出
時
の
届

出
又
は
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

14

法
第
二
十
条
第
六
項(

同
条
第
九
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規

定
に
よ
る
状
況
把
握
の
結
果
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

15

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
申
請
書
の
提
出

を
受
け
る
こ
と
。

16

法
第
二
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

汚
染
土
壌
処
理
施
設
に
お
け
る
事
故
の
発

生
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

17

法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

汚
染
土
壌
処
理
業
に
係
る
軽
微
な
変
更
等

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

18

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

汚
染
土
壌
処
理
業
の
休
止
等
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

19

法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
相
続
の
承
認
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

20

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
国

等
と
の
協
議
に
係
る
書
類
を
受
け
る
こ
と
。

21

法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
、
又

は
職
員
に
土
地
等
の
立
入
検
査
を
さ
せ
る

こ
と
。

22

法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
の

用
に
供
す
る
施
設
の
管
理
者
に
協
議
す
る

こ
と
。

23

法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
行
政
機
関
の
長
等
に
対
し
、
協
力
を

求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

24

施
行
省
令
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
調
査
の
報
告
期
限
の
延
長
を

行
う
こ
と
。

25

施
行
省
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
有
害
物
質
の
種
類
を
通
知
す
る
こ

と
。

26

施
行
省
令
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
所
有
者
等
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

27

施
行
省
令
第
四
十
三
条
第
一
号
ロ
及
び

第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ

り
帯
水
層
が
な
い
旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

28

施
行
省
令
第
四
十
三
条
第
三
号
及
び
第

四
号
並
び
に
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
土
地
の
形
質
の
変
更
が
基
準

に
適
合
し
て
い
る
旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

29

施
行
省
令
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
状
態
又
は
有
害

物
質
の
飛
散
等
に
関
す
る
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

30

施
行
省
令
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
管
理
方
針

の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

31

施
行
省
令
第
五
十
二
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
施
行
管
理
方
針
の
廃
止
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

32

施
行
省
令
第
五
十
二
条
の
七
第
三
項
及

び
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
土
壌
の
汚
染
状
況
に
つ
い
て
把
握
す
る

こ
と
。

33

施
行
省
令
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
第
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十

岐
阜
県
公
害
防
止

条
例(

以
下
こ
の
項

九

特
定
特
殊
自
動
車

排
出
ガ
ス
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律(

以

下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

条
例
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
調
査
の
請
求
に
係
る
書
類
を
受
け
る
こ

１

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所

属
職
員
に
立
入
検
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る

こ
と
。

三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
搬
入
さ
れ
た
土
壌

に
係
る
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

34

施
行
省
令
別
表
第
八
一
の
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
号
ホ
並
び
に
四
の
項
第
一
号
ニ

及
び
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
り
地
下
水
の

水
質
の
測
定
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

35

処
理
業
省
令
第
五
条
第
二
十
号
の
規
定

に
よ
り
地
下
水
の
水
質
が
基
準
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

36

処
理
業
省
令
第
五
条
第
二
十
一
号
ロ
の

規
定
に
よ
り
大
気
有
害
物
質
を
同
号
イ
の

規
定
に
従
つ
て
排
出
し
て
い
る
旨
の
確
認

を
行
う
こ
と
。

37

処
理
業
省
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
許
可
申
請
書
の
提
出
を
受
け

る
こ
と
。

38

処
理
業
省
令
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
廃
止
措
置
実
施
報
告
を
受
け
る
こ

と
。

39

処
理
業
省
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
譲
渡
及
び
譲
受
の
承
認
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

40

処
理
業
省
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
合
併
又
は
分
割
の
承
認
の
申
請
書

の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

41

処
理
業
省
令
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
証
の
書
換
え
等
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

42

処
理
業
省
令
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
証
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

と
。

２

条
例
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
調
査
を
し
、
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
こ

と
。

３

条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
工
場
の
新
設
又
は
増
設
の
協
議

に
係
る
書
類
を
受
け
る
こ
と
。

４

条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
公
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
指

示
を
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

ば
い
煙
発
生
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

６

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

ば
い
煙
発
生
施
設
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

７

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

ば
い
煙
発
生
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

同
条
第
一
項
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

９

条
例
第
二
十
条(

条
例
第
三
十
二
条
第

一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

り
氏
名
の
変
更
等
又
は
施
設
の
使
用
の
廃

止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

10

条
例
第
二
十
一
条
第
三
項(

条
例
第
三

十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
り
地
位
の
承
継
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

11

条
例
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

ば
い
煙
の
減
少
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
。

12

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
粉
じ
ん
等
発
生
施
設
の
設
置
等
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

13

条
例
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
粉
じ
ん
等
発
生
施
設
の
構
造
等
の
変
更

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
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十
一

岐
阜
県
ア
ス
ベ

ス
ト
の
排
出
及
び
飛

散
の
防
止
に
関
す
る

条
例(

以
下
こ
の
項

中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ア

ス
ベ
ス
ト
発
生
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

２

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
ア

ス
ベ
ス
ト
発
生
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

３

条
例
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
氏

名
等
の
変
更
又
は
ア
ス
ベ
ス
ト
発
生
施
設

の
使
用
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

４

条
例
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
地

位
の
承
継
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

５

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ア

ス
ベ
ス
ト
発
生
施
設
と
な
つ
た
旨
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

６

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
す

る
こ
と
。

14

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
粉
じ
ん
等
発
生
施
設
又
は
粉
じ
ん
等
発

生
作
業
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

15

条
例
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
特
定

施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

16

条
例
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
特
定

施
設
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

17

条
例
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
特
定

施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

18

条
例
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
一
項
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

19

条
例
第
五
十
九
条
の
八
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
屋
外
燃
焼
行
為
に
対
す
る
警
告
を

発
す
る
こ
と
。

20

条
例
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
ば
い

煙
等
を
排
出
し
て
い
る
者
に
対
し
報
告
徴

収
等
を
す
る
こ
と
。

21

条
例
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
害

の
防
止
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ

と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

十
二

廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律(

以
下
こ
の
項

中｢

法｣

と
い
う
。)

、

廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律

施
行
令(

以
下
こ
の

項
中｢

令｣

と
い
う
。)

、

廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則(

以
下
こ

の
項
中｢

省
令｣

と

い
う
。)

及
び
岐
阜

県
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則(

以
下

こ
の
項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

２

法
第
八
条
の
二
第
五
項(

法
第
九
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の

現
地
検
査
を
す
る
こ
と
。

３

法
第
八
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
検
査
を
す
る
こ
と
。

４

法
第
九
条
第
三
項(

法
第
九
条
の
三
第

十
一
項
及
び
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更

等
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
の
廃
止(

一
般
廃
棄
物
又

は
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
も

の
の
廃
止
を
除
く
。)

、
休
止
又
は
再
開
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

５

法
第
九
条
第
四
項(

法
第
九
条
の
三
第

十
一
項
及
び
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物

又
は
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る

埋
立
処
分
の
終
了
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

６

法
第
九
条
第
五
項(

法
第
九
条
の
三
第

十
一
項
及
び
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物

又
は
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
廃
止

の
た
め
の
現
地
確
認
を
す
る
こ
と
。

７

法
第
九
条
第
六
項(

法
第
十
五
条
の
二

の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設
置
者
が
欠
格
要
件
に
該
当
す

７

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
ア
ス
ベ

ス
ト
排
出
者
か
ら
報
告
を
徴
収
す
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

立
入
検
査
を
行
う
こ
と
。
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る
に
至
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
九
条
第
七
項(

法
第
十
五
条
の
二

の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設
置
者
等
が
欠
格
要
件
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

９

法
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
。

10

法
第
九
条
の
二
の
四
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
一
般
廃
棄

物
処
理
施
設
の
認
定
の
更
新
の
申
請
を
受

け
る
こ
と
。

11

法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

12

法
第
九
条
の
三
第
四
項(

同
条
第
九
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設
置
の
届
出
の
内
容
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
る
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
。

13

法
第
九
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

14

法
第
九
条
の
七
第
二
項(
法
第
十
五
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又

は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
の
相
続

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
産

業
廃
棄
物
の
保
管
等
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

16

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
産

業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
っ
た
事
業
者
か
ら

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

17

法
第
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
多

量
排
出
事
業
者
の
作
成
す
る
処
理
計
画
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

18

法
第
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
計

画
の
実
施
状
況
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

19

法
第
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
条
第
九
項
の
計
画
及
び
同
条
第
十
項
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
。

20

法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
等
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

21

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
つ

た
事
業
者
か
ら
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

22

法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ

る
多
量
排
出
事
業
者
の
作
成
す
る
処
理
計

画
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

23

法
第
十
二
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
る
計
画
の
実
施
状
況
の
報
告
を
受
け
る

こ
と
。

24

法
第
十
二
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
十
項
の
計
画
及
び
同
条
第
十

一
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ

と
。

25

法
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
管
理
票
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
受

け
る
こ
と
。

26

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
し
必

要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
を
勧
告
す
る
こ

と
。

27

法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物

の
処
理
に
係
る
特
例
の
認
定
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

28

法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
二
以
上
の

事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係

る
特
例
の
認
定
に
係
る
事
項
の
変
更
の
認

定
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

29

法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物

の
処
理
に
係
る
特
例
の
認
定
に
係
る
事
項
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の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

30

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産

業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
す
る
こ

と
。

31

法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
産

業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

32

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業
廃

棄
物
処
分
業
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

33

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
廃
止

の
届
出
又
は
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

34

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
が
欠
格

要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
旨
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

35

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
等
が
欠

格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
旨
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

36

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の

許
可
を
す
る
こ
と
。

37

法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可

を
す
る
こ
と
。

38

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又

は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
変
更

の
許
可
を
す
る
こ
と
。

39

法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
者
の
廃
止
の
届
出
又
は
変
更
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

40

法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
者
が
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

41

法
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
者
等
が
欠
格
要
件
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

42

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請

書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

43

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項(

法
第
十
五

条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
の
現
地
検
査
を
す
る
こ
と
。

44

法
第
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
検
査
を
す
る
こ

と
。

45

法
第
十
五
条
の
二
の
五
の
規
定
に
よ
る

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
さ

れ
る
一
般
廃
棄
物
に
係
る
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

46

法
第
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
の
熱
回

収
の
機
能
を
有
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
の
認
定
の
更
新
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

47

法
第
十
五
条
の
十
九
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
形
質
の
変

更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

48

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
か
ら
の

届
出
又
は
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

49

法
第
十
八
条
第
一
項(

法
第
十
七
条
の
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第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
事
業
者
等
か
ら
必

要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

50

法
第
十
九
条
第
一
項(

法
第
十
七
条
の

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
職
員
に
事
業
者
等

の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
場
等
に
立
ち
入

ら
せ
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

さ
せ
、
又
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
廃
棄
物
等
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

51

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概

要
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

52

令
第
五
条
の
五(

令
第
七
条
の
四
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
熱
回
収
施
設
の
廃
止
、
休

止
、
再
開
又
は
設
備
の
変
更
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

53

令
第
六
条
の
七
の
二
の
規
定
に
よ
る
二

以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処

理
に
係
る
特
例
の
認
定
の
廃
止
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

54

令
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
有
害

使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
か
ら
の
廃
止
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

55

令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃

棄
物
再
生
事
業
者
の
登
録
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
る
こ
と
。

56

令
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
再

生
事
業
者
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

57

令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物

再
生
事
業
者
の
事
業
場
の
廃
止
、
休
止
又

は
再
開
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

58

省
令
第
四
条
の
四
の
四
の
規
定
に
よ
り

検
査
結
果
の
通
知
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

59

省
令
第
四
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
特

定
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
係
る
報
告

書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

60

省
令
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可

の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

61

省
令
第
五
条
の
五
の
二
第
一
項(

省
令

第
五
条
の
五
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

及
び
第
五
条
の
五
の
二
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
の

最
終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

62

省
令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
一
般
廃

棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

63

省
令
第
五
条
の
五
の
十
一(

省
令
第
十

二
条
の
十
一
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
熱
回
収
施
設
の
熱
回
収
に
関
す
る
報

告
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

64

省
令
第
五
条
の
十
の
二
第
一
項
及
び
第

五
条
の
十
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の

最
終
処
分
場
の
廃
止
の
確
認
の
申
請
書
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

65

省
令
第
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
等

の
許
可
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

66

省
令
第
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
許
可
の
申

請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

67

省
令
第
八
条
の
二
の
六(

省
令
第
八
条

の
十
三
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
産

業
廃
棄
物
の
保
管
の
廃
止
の
届
出
書
の
提

出
を
受
け
る
こ
と
。

68

省
令
第
八
条
の
三
十
八
の
十
一
の
規
定

に
よ
る
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理

に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

69

省
令
第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
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岐
阜
県
廃
棄
物

の
適
正
処
理
等
に
関

す
る
条
例(

以
下
こ

の
項
中｢

条
例｣

と

１

条
例
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
保

管
予
定
者
に
係
る
特
定
保
管
物
の
保
管
の

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

２

条
例
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
特

類
又
は
そ
の
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産

業
廃
棄
物
の
種
類
の
変
更
の
届
出
及
び
法

第
十
五
条
の
二
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
の
事
業
の
廃

止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

70

省
令
第
十
二
条
の
十
一
の
二
第
一
項

(

省
令
第
十
二
条
の
十
一
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
廃
止
の

確
認
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

71

省
令
第
十
二
条
の
十
一
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
の
申
請

書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

72

省
令
第
十
二
条
の
十
一
の
十
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
書
の
提
出
を
受

け
る
こ
と
。

73

省
令
第
十
二
条
の
十
一
の
十
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の

許
可
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

74

規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再

生
利
用
業
の
個
別
の
指
定
の
申
請
を
受
け

る
こ
と
。

75

規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再

生
利
用
業
の
変
更
指
定
に
係
る
申
請
を
受

け
る
こ
と
。

76

規
則
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
再

生
利
用
業
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

77

規
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
再

生
利
用
業
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

78

規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

再
交
付
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

79

規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
証
等
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

い
う
。)

及
び
岐
阜

県
廃
棄
物
の
適
正
処

理
等
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則(

以
下
こ

の
項
中｢

規
則｣

と

い
う
。)

の
施
行
に

関
す
る
事
務

定
保
管
物
の
保
管
に
係
る
変
更
等
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

３

条
例
第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
土

地
所
有
者
等
に
係
る
特
定
保
管
物
の
保
管

に
係
る
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

４

条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
所
有
者
等
に
対
し
て
勧
告
を
す
る
こ

と
。

５

条
例
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
及
び
産
業
廃
棄

物
管
理
責
任
者
選
任
届
出
書
を
受
け
る
こ

と
。

６

条
例
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
の
内
容
に
つ
い

て
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
。

７

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

不
適
正
処
理
の
場
合
の
報
告
を
受
け
る
こ

と
。

８

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
外
産
業
廃
棄
物
の
県
内
搬
入
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

９

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

県
外
産
業
廃
棄
物
の
県
内
搬
入
に
対
す
る

変
更
等
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。

10

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
設
置
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

11

条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

12

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成

十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
五
号)

附
則
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
指
導

又
は
助
言
を
行
う
こ
と
。

13

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
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岐
阜
県
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
の
設

置
に
係
る
手
続
の
適

正
化
等
に
関
す
る
条

例(

以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

条
例
第
七
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
六

条
第
六
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

に
お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画

書
を
受
け
る
こ
と
。

２

条
例
第
八
条
第
一
項(

条
例
第
九
条
第

二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
の
写
し
を
関

係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
並
び
に
関

係
法
令
の
規
定
の
適
用
の
有
無
及
び
周
辺

地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら

特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を

聴
く
こ
と
。

３

条
例
第
八
条
第
二
項(

条
例
第
九
条
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
の
場
所
及
び
そ

の
周
辺
の
現
況
が
事
業
計
画
書
の
内
容
と

相
違
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

４

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事

業
計
画
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

５

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事

業
計
画
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

６

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関

届
出
を
受
け
る
こ
と
。

14

条
例
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
発
生
量
等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
小
規
模
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
に
係

る
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

16

条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
勧
告
を
す
る
こ
と
。

17

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
報
告
徴
収
等
を
す
る
こ
と
。

18

規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
産

業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
に
基
づ
い
て
講
じ

た
措
置
の
内
容
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

係
市
町
村
長
に
通
知
す
る
こ
と
。

７

条
例
第
十
一
条
第
一
項(

条
例
第
九
条

第
四
項
に
お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場

合
、
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
条
例
第
二
十
六

条
第
六
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

に
お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
周
知
計
画

書
を
受
け
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
二
条
第
一
項(

条
例
第
十
三

条
第
二
項(

条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

り
周
知
計
画
書
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長

に
送
付
す
る
こ
と
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い

て
意
見
を
聴
く
こ
と
。

９

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

周
知
計
画
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

10

条
例
第
十
七
条(

条
例
第
二
十
二
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
説
明
会
に
職
員
を

立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
。

11

条
例
第
十
八
条(

条
例
第
二
十
二
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
実
施
状
況
の
報
告

を
受
け
る
こ
と
。

12

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
に
つ
い

て
の
意
見
書
を
受
け
る
こ
と
。

13

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

意
見
書
を
取
り
ま
と
め
、
事
業
者
に
送
付

す
る
こ
と
及
び
意
見
書
の
写
し
を
関
係
市

町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

14

条
例
第
二
十
条
第
二
項(

条
例
第
二
十

六
条
第
六
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

に
お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
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場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
検
討
結

果
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

検
討
結
果
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送

付
す
る
こ
と
。

16

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項(

条
例
第
二

十
六
条
第
六
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

に
お
い
て
変
更
し
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
生
活

環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
受
け
る
こ
と
。

17

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項(

条
例
第
二

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り

事
業
計
画
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
受
け
る

こ
と
。

18

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項(

条
例
第
二

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
取

り
ま
と
め
、
事
業
者
に
送
付
す
る
こ
と
及

び
意
見
書
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送

付
す
る
こ
と
。

19

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項(

条
例
第
二

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
及
び
条
例
第
二
十
六
条
第
六

項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
見
解
書
を
受
け
る

こ
と
。

20

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項(

条
例
第
二

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
見
解
書
の
写

し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

21

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
見
解
の
周
知
を
終
了
し
た
旨
の
報
告
を

受
け
る
こ
と
。

22

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項(

条
例
第
二

十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

十
五

浄
化
槽
法(

以

下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

、
岐
阜
県

浄
化
槽
の
保
守
点
検

業
者
の
登
録
に
関
す

る
条
例(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

と
い

う
。)

及
び
岐
阜
県

浄
化
槽
の
保
守
点
検

業
者
の
登
録
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則

(

以
下
こ
の
項
中

｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化

槽
の
設
置
又
は
構
造
若
し
く
は
規
模
の
変

更
の
届
出
を
受
け
、
特
定
行
政
庁
に
送
付

す
る
こ
と
。

２

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
浄
化

槽
の
設
置
又
は
変
更
の
計
画
に
つ
い
て
必

要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
。

３

法
第
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
浄
化
槽
の
設
置
又
は
構
造
若
し
く
は

規
模
の
変
更
の
届
出
の
内
容
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
る
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
。

４

法
第
七
条
第
二
項(

法
第
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
指
定
検
査
機
関
か
ら
の
報

告
を
受
け
る
こ
と
。

５

法
第
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
二
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
管
理

者
に
対
し
、
水
質
に
関
す
る
検
査
を
受
け

る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導

及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

６

法
第
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
二
条

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り

事
業
者
、
関
係
住
民
又
は
関
係
市
町
村
長

に
対
し
提
出
さ
れ
た
資
料
又
は
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。

23

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項(

条
例
第
二

十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り

異
議
の
申
立
て
を
受
け
る
こ
と
。

24

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
意
見
の
調
整
の
申
出
を
受
け
る
こ
と
。

25

条
例
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
意
見
の
調
整
へ
の
参
加
の
申
出
を
受
け

る
こ
と
。

26

条
例
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
環
境
保
全
協
定
の
写
し
を
受
け
る
こ
と
。

27

条
例
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
関
係
市

町
村
長
そ
の
他
の
者
に
照
会
す
る
こ
と
又

は
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
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の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
管
理

者
に
対
し
、
水
質
に
関
す
る
検
査
を
受
け

る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。

７

法
第
十
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
管
理
者
か
ら
の

報
告
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
浄
化
槽
の
使
用
休
止
の
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

９

法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
浄
化
槽
の
使
用
再
開
の
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

10

法
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
浄
化

槽
の
使
用
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

11

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浄

化
槽
管
理
者
等
に
対
し
、
浄
化
槽
の
保
守

点
検
又
は
浄
化
槽
の
清
掃
に
つ
い
て
必
要

な
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。

12

法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
長
の
申
出
を
受
け
る
こ
と
。

13

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

浄
化
槽
台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
。

14

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に

対
し
浄
化
槽
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求

め
る
こ
と
。

15

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

浄
化
槽
管
理
者
、
浄
化
槽
清
掃
業
者
及
び

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
、
そ
の
管
理
す

る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
若
し
く
は
浄
化
槽

の
清
掃
又
は
業
務
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ

と
。

16

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

職
員
に
浄
化
槽
管
理
者
、
浄
化
槽
清
掃
業

者
及
び
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
事
務
所

若
し
く
は
事
業
場
又
は
浄
化
槽
の
あ
る
土

地
若
し
く
は
建
物
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関

係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。

17

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
特
定
既
存

単
独
処
理
浄
化
槽
に
係
る
浄
化
槽
管
理
者

に
対
し
、
特
定
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
の

除
却
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆

衛
生
上
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
助
言
又

は
指
導
を
す
る
こ
と
。

18

法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
前
号
の
助
言
又
は
指
導
を
受
け
た
者
に

対
し
、
特
定
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
の
除

却
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛

生
上
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
。

19

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浄

化
槽
保
守
点
検
業
の
登
録
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
る
こ
と
。

20

条
例
第
四
条
第
一
項(

条
例
第
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の

登
録
を
実
施
す
る
こ
と
。

21

条
例
第
四
条
第
二
項(

条
例
第
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登

録
簿
に
登
録
し
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

22

条
例
第
五
条
第
一
項(

条
例
第
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の

登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
。

23

条
例
第
五
条
第
二
項(

条
例
第
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登

録
簿
へ
の
登
録
を
拒
否
し
た
旨
を
通
知
す

る
こ
と
。

24

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営

業
区
域
の
拡
大
の
事
前
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

25

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条

例
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

26

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
保
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十
六

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正

な
処
理
の
推
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正

な
処
理
の
推
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法
施

行
規
則(

以
下
こ
の

項
中｢

省
令｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

法
第
八
条
第
一
項(

法
第
十
五
条
及
び

法
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物(

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
及
び
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
使
用
製
品
を
含
む
。
次
号
及
び
第
五

号
に
お
い
て
同
じ
。)
の
保
管
及
び
処
分

の
状
況
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

２

法
第
十
条
第
二
項(
法
第
十
五
条
及
び

法
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
高

濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処

分
を
終
え
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

３

法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物

を
処
分
期
間
内
に
処
分
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

４

法
第
十
条
第
四
項(

法
第
十
九
条
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

５

法
第
十
一
条(

法
第
十
五
条
及
び
法
第

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
保
管
事
業
者
に
対
し
、

守
点
検
業
者
の
廃
業
等
の
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

27

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
を
抹
消
し

た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

28

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
対
し
、
そ
の
業

務
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

29

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

職
員
に
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
営
業
所

又
は
事
務
所
に
立
ち
入
ら
せ
、
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関

係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。

30

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
状
況

報
告
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の

確
実
か
つ
適
正
な
処
理
の
実
施
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る

こ
と
。

６

法
第
十
六
条
第
二
項(

法
第
十
九
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
る
承
継
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

７

法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用

製
品
を
処
分
期
間
内
に
廃
棄
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
二
十
四
条(

法
第
十
九
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
保
管
事
業
者
等
又
は
高
濃

度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
で
あ
る

こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
保
管
す
る
事
業

者
そ
の
他
の
関
係
者(

次
号
に
お
い
て
単

に

｢

保
管
事
業
者
等｣

と
い
う
。)

に
対

し
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物(

高

濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
を

含
む
。)

の
保
管
又
は
処
分
に
関
し
、
必

要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

９

法
第
二
十
五
条
第
一
項(

法
第
十
九
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
保
管
事
業
者
等

の
事
務
所
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所
に
立

ち
入
り
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物

の
保
管
又
は
処
分(

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
廃
棄
を
含
む
。)

に
関
し
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検

査
さ
せ
、
又
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に

必
要
な
限
度
に
お
い
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物(

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
使
用
製
品
を
含
む
。)

若
し
く
は
高

濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
で
あ

る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
無
償
で
収
去

さ
せ
る
こ
と
。

10

省
令
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
一
条
の
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七

使
用
済
自
動
車

の
再
資
源
化
等
に
関

す
る
法
律(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受

け
た
関
連
事
業
者
に
対
し
、
引
取
り
若
し

く
は
引
渡
し
又
は
再
資
源
化
に
必
要
な
行

為
の
実
施
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言

を
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関

連
事
業
者
に
対
し
、
引
取
り
若
し
く
は
引

渡
し
又
は
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
す

べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
フ

ロ
ン
類
回
収
業
者
に
対
し
、
使
用
済
自
動

車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
六
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
基

準
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。

４

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

引
取
業
者
の
登
録
を
す
る
こ
と
。

５

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

引
取
業
者
の
登
録
の
更
新
を
す
る
こ
と
。

６

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

引
取
業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
こ
と
。

７

法
第
四
十
四
条
第
二
項(

法
第
四
十
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

又
は
法
第
四
十
五
条
第
二
項

(

法

規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所
の
変
更
の
届
出
書

の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

11

省
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所
の

変
更
の
届
出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

12

省
令
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
譲
受

け
の
届
出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

13

省
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
高
濃

度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
所

在
の
場
所
の
変
更
の
届
出
書
の
提
出
を
受

け
る
こ
と
。

14

省
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
高
濃

度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
譲

受
け
の
届
出
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
。

８

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

引
取
業
者
の
登
録
に
係
る
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

９

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
が
あ
つ
た
事
項
を
引
取
業
者
登
録
簿

に
登
録
す
る
こ
と
。

10

法
第
四
十
八
条
第
一
項(

法
第
五
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
引
取
業
者
の
廃
業
等
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

11

法
第
四
十
九
条(

法
第
五
十
九
条
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
引
取
業
者
の
登
録
を
抹
消

す
る
こ
と
。

12

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
を
す
る
こ
と
。

13

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
更
新
を
す

る
こ
と
。

14

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る

こ
と
。

15

法
第
五
十
五
条
第
二
項(

法
第
五
十
七

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

又
は
法
第
五
十
六
条
第
二
項

(

法

第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
通
知
す

る
こ
と
。

16

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
に
係
る
変
更

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

17

法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
が
あ
つ
た
事
項
を
フ
ロ
ン
類
回
収
業

者
登
録
簿
に
登
録
す
る
こ
と
。

18

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解

体
業
の
許
可
を
す
る
こ
と
。
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法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解

体
業
の
許
可
の
更
新
を
す
る
こ
と
。

20

法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

許
可
申
請
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

21

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

解
体
業
の
許
可
に
係
る
変
更
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

22

法
第
六
十
四
条(

法
第
七
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
る
解
体
業
の
廃
業
等
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

23

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

破
砕
業
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

24

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

破
砕
業
の
許
可
の
更
新
を
す
る
こ
と
。

25

法
第
六
十
九
条
第
二
項(

法
第
七
十
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
許
可
申
請
者
に
通
知
す
る

こ
と
。

26

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
破

砕
業
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

27

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

破
砕
業
の
許
可
に
係
る
変
更
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

28

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関

連
事
業
者
に
対
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。

29

法
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

関
連
事
業
者
に
対
し
、
使
用
済
自
動
車
若

し
く
は
解
体
自
動
車
の
引
取
り
若
し
く
は

引
渡
し
、
特
定
再
資
源
化
等
物
品
の
引
渡

し
又
は
使
用
済
自
動
車
若
し
く
は
解
体
自

動
車
の
再
資
源
化
の
実
施
の
状
況
に
関
し

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。

30

法
第
百
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
し
報
告
を

さ
せ
る
こ
と
。

31

法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

十
八

岐
阜
県
埋
立
て

等
の
規
制
に
関
す
る

条
例(

以
下
こ
の
項

中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
事
業

の
許
可
を
す
る
こ
と
。

２

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
事
業
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
事
業
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

４

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
事

業
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
事

業
に
着
手
し
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

６

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
事
業
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

７

条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
事

業
区
域
に
環
境
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂

等
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
旨
の
報
告
を

受
け
る
こ
と
。

８

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
事
業
の
完
了
等
の
届
出
を
受
け
る

こ
と
。

９

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
土
壌
検
査
の
結
果
の
届
出
を
受
け
る
こ

と
。

10

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
環
境
基
準
及
び
構
造
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
前
二

号
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
通
知
す
る

こ
と
。

11

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位

の
承
継
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

12

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
埋
立

て
等
を
行
う
者
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る

こ
と
。

り
そ
の
職
員
に
、
関
連
事
業
者
の
事
務
所
、

工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立
ち
入
り
、

帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

る
こ
と
。
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自
然
公
園
法

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣
と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
立
自
然

公
園
条
例(

以
下
こ

の
項
中｢

条
例｣

と

い
う
。)

の
施
行
に

関
す
る
事
務

十
九

岐
阜
県
リ
サ
イ

ク
ル
認
定
製
品
の
認

定
及
び
利
用
の
推
進

に
関
す
る
条
例(

以

下
こ
の
項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
許
可
を
し
、
及

び
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
条
件
を

付
す
る
こ
と(

国
立
公
園
に
関
す
る
も
の

を
除
く
。
次
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。)

。

２

法
第
二
十
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
許
可
を
し
、

及
び
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
条
件

を
付
す
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

５

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に

対
し
報
告
を
求
め
、
又
は
法
第
三
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
公
園
の
区

域
内
の
土
地
若
し
く
は
建
物
内
に
立
ち
入

ら
せ
、
法
第
二
十
条
第
三
項
各
号
及
び
第

二
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の

実
施
状
況
を
検
査
さ
せ
、
又
は
こ
れ
ら
の

行
為
の
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ

る
こ
と
。

６

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
別
地
域
又
は
集
団
施
設
地
区
内
に
お
い

て
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
行
為
を
し
て
い
る
者
に
対
し
、
当
該

１

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

２

条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
製

造
等
の
工
程
の
検
査
を
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

立
入
検
査
等
を
す
る
こ
と
。

13

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
立
入
検
査
等
を
す
る
こ
と
。

行
為
を
や
め
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ

と
。

７

法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

国
の
機
関
の
行
う
法
第
二
十
条
第
三
項
各

号
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
行
為
に
係
る
協
議
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
二
十
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
又

は
第
二
十
一
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項

の
届
出
の
例
に
よ
る
国
の
機
関
の
通
知
を

受
理
す
る
こ
と
。

９

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
法
第
六
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
の
機
関

が
行
う
条
例
第
九
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ

る
行
為
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
る
こ
と
。

10

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
法
第
六
十

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
の
機
関

が
行
う
条
例
第
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
通
知
を

受
け
る
こ
と
。

11

条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特

別
地
域
内
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
の
許
可
を
す
る
こ
と(

条
例
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
す
る
こ
と
を

含
む
。)

。

12

条
例
第
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で

の
規
定
に
よ
り
特
別
地
域
内
に
お
け
る
既

着
手
行
為
、
非
常
災
害
応
急
措
置
及
び
木

竹
の
植
栽
又
は
家
畜
の
放
牧
に
関
す
る
届

出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

13

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
報
告
を
求
め
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
職
員
に
自
然
公
園
の
区
域
内
の

土
地
若
し
く
は
建
物
に
立
ち
入
ら
せ
、
条

例
第
九
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の

実
施
状
況
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
行
為
の
風
景
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査



( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 ���
二
十
一

岐
阜
県
自
然

環
境
保
全
条
例(

以

下
こ
の
項
中｢
条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
許
可
し
、
及

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
附

す
る
こ
と(

条
例
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
十

号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

。

２

条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
行
う
同

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
協

議
を
受
け
る
こ
と
。

３

条
例
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。

４

条
例
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
行
う
通
知
を
受

理
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
二
十
条
第
三
項
第
八
号
の
規
定

に
よ
り
野
生
動
植
物
保
護
地
区
に
お
け
る

特
定
の
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
に
係
る
許

可
を
し
、
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
条
件
を
附
し
、
及
び
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
協
議
を
受
け
る
こ
と
。

６

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
自
然
環
境
保
全
地
域
の
普
通
地
区
内
に

お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る

届
出
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

７

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
前
号
の

さ
せ
る
こ
と
。

14

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
別
地
域
又
は
集
団
施
設
地
区
内
に

お
い
て
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行

為
を
し
て
い
る
者
に
対
し
、
当
該
行
為
を

や
め
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。

15

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
県
又
は
市
町
村
が
行
う
条
例
第
九
条

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
協
議

に
応
ず
る
こ
と
。

二
十
二

鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則(

以

下
こ
の
項
中｢

省
令｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鳥
獣

の
捕
獲
等
の
許
可
を
す
る
こ
と(

学
術
研

究
、
鳥
獣
の
管
理
の
う
ち
第
二
種
特
定
鳥

獣
管
理
計
画
に
基
づ
く
鳥
獣
の
数
の
調
整
、

標
識
調
査
、
公
共
施
設
等
の
展
示
、
養
殖

鳥
の
遺
伝
的
劣
化
防
止
及
び
環
境
影
響
評

価
の
た
め
の
調
査
を
目
的
と
す
る
も
の
を

除
く
。)

。

２

法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
前
号

の
許
可
の
有
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

３

法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一

号
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

４

法
第
九
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
第
一
号
の
許
可
に
係
る
許
可
証
又

は
従
事
者
証(

次
号
、
第
六
号
、
第
三
十

三
号
及
び
第
三
十
四
号
に
お
い
て｢

許
可

証
等｣

と
い
う
。)

を
交
付
す
る
こ
と
。

５

法
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

証
等
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

６

法
第
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
証
等
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

７

法
第
九
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
第

行
為
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

８

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
一
項
の
命
令
に
係
る
期
間
を
延

長
し
、
及
び
そ
の
通
知
を
す
る
こ
と
。

９

条
例
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
三
項
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

10

条
例
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
自
然
環
境
保

全
地
域
の
区
域
内
の
土
地
若
し
く
は
建
物

に
立
ち
入
ら
せ
、
行
為
の
実
施
状
況
を
検

査
さ
せ
、
若
し
く
は
行
為
の
自
然
環
境
に

及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
。

11

条
例
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
岐
阜

県
自
然
環
境
保
全
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
。

12

条
例
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
自
然

環
境
保
全
の
た
め
の
助
言
又
は
勧
告
を
す

る
こ
と
。
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一
号
の
許
可
に
係
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等

の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

８

法
第
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
指
定
猟
法
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

９

法
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前

号
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

10

法
第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
第

十
三
号
の
許
可
証
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

11

法
第
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
第

十
三
号
の
許
可
証
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

12

法
第
十
五
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
の
有
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

13

法
第
十
五
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

14

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鳥

獣
の
飼
養
の
登
録
を
す
る
こ
と
。

15

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登

録
票
を
交
付
す
る
こ
と
。

16

法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
鳥

獣
の
登
録
の
更
新
を
す
る
こ
と
。

17

法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第

十
五
号
の
登
録
票
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

18

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登

録
鳥
獣
の
譲
受
け
又
は
引
受
け
に
係
る
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

19

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
五
号
の
登
録
票
の
返
納
を
受
け
る
こ

と
。

20

法
第
二
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

工
作
物
の
設
置
等
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

21

法
第
二
十
九
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り

前
号
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

22

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

二
十
号
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
行

為
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
指
示
を
す
る
こ

と
。

23

法
第
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

承
認
対
象
捕
獲
等
の
承
認
を
す
る
こ
と
。

24

法
第
三
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

前
号
の
承
認
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

25

法
第
三
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
八
号
の
承
認
証
を
再
交
付
す
る
こ

と
。

26

法
第
三
十
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
八
号
の
承
認
証
の
返
納
を
受
け
る

こ
と
。

27

法
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
承
認
の
有
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

28

法
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
を
交
付
す
る
こ

と
。

29

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
一
号
の
許
可
を
受
け
た
者
、
法
第
二
十

九
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

者
、
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
、
狩
猟
者
登

録
を
受
け
た
者
又
は
猟
区
設
定
者
に
対
し

て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る

こ
と
。

30

法
第
七
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
職
員
に
立
入
検
査
等
を
さ
せ

る
こ
と
。

31

省
令
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
号
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
。

32

省
令
第
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第

四
号
の
従
事
者
証
の
交
付
の
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
に
対
し
必
要
と
認
め
る
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

33

省
令
第
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項

の
規
定
に
よ
り
許
可
証
等
に
記
載
さ
れ
た

者
の
住
所
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

34

省
令
第
七
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
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二
十
三

温
泉
法(

以

下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地

の
掘
削
の
許
可
に
係
る
申
請
を
受
け
付
け

る
こ
と
。

２

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地

の
掘
削
の
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
に
係

る
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と
。

３

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地

の
掘
削
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人

の
規
定
に
よ
り
許
可
証
等
の
亡
失
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

35

省
令
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

第
八
号
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。

36

省
令
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
三
号
の
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者

の
住
所
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

37

省
令
第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
三
号
の
許
可
証
の
亡
失
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

38

省
令
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
五
号
の
登
録
票
の
交
付
を
受
け
た
者

の
住
所
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

39

省
令
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
五
号
の
登
録
票
の
亡
失
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

40

省
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
第
二
十
三
号
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
者
に
対
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。

41

省
令
第
四
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
第
二
十
八
号
の
承
認
証
の
交
付
を
受
け

た
者
の
住
所
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

42

省
令
第
四
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
第
二
十
八
号
の
承
認
証
の
亡
失
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

の
地
位
の
承
継
の
承
認
に
係
る
申
請
を
受

け
付
け
る
こ
と(

法
第
十
一
条
第
二
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

。

４

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地

の
掘
削
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
の
承

認
に
係
る
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と
。

５

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

掘
削
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
の
許
可
に

係
る
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と
。

６

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
工
事

の
完
了
又
は
廃
止
の
届
出
を
受
け
付
け
る

こ
と
。

７

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
増

掘
又
は
動
力
装
置
の
許
可
に
係
る
申
請
を

受
け
付
け
る
こ
と
。

８

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
温
泉
の
採
取
の
許
可
に
係
る
申
請
を
受

け
付
け
る
こ
と
。

９

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ

る
法
人
の
地
位
の
承
継
の
承
認
に
係
る
申

請
を
受
け
付
け
る
こ
と
。

10

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相

続
の
承
認
に
係
る
申
請
を
受
け
付
け
る
こ

と
。

11

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て
の

確
認
を
す
る
こ
と
。

12

法
第
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て
の

確
認
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

13

法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
温
泉
の
採
取
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更

の
許
可
に
係
る
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と
。

14

法
第
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
温
泉
の
採
取
の
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
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二
十
四

岐
阜
県
希
少

野
生
生
物
保
護
条
例

(
以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣
と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
希
少
野

生
生
物
保
護
条
例
施

行
規
則(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
希
少

野
生
生
物
の
個
体
の
所
有
者
又
は
占
有
者

に
対
し
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
。

２

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

捕
獲
等
の
許
可
を
し
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
し
、
及
び
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に
条
件

を
付
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
立
入
検

査
を
さ
せ
る
こ
と
。

４

条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
土
地
の

所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
指
導
又
は
助

言
を
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
希
少
野
生
生
物
保
護
区(

次
号
に
お

い
て

｢

保
護
区｣

と
い
う
。)
に
お
け
る

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
許
可
し
、
及

び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可

に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
二
十
条
第
五
項
及
び
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
保
護
区
に
お
け
る
行
為
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

７

条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
立
入
制
限
地
区
に
お
い
て
立
入

り
を
許
可
し
、
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

８

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
為
の
実
施
方
法
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

９

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

受
け
付
け
る
こ
と
。

15

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
温

泉
成
分
分
析
機
関
の
登
録
に
係
る
申
請
書

の
提
出
を
受
け
付
け
る
こ
と
。

16

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
必
要
な

報
告
を
求
め
る
こ
と
。

17

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

立
入
検
査
等
を
行
う
こ
と
。

二
十
六

特
定
外
来
生

物
に
よ
る
生
態
系
等

に
係
る
被
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律(

以

下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

二
十
五

岐
阜
県
地
球

温
暖
化
防
止
及
び
気

候
変
動
適
応
基
本
条

例(

以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
法
第
十
七
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
等
に
立

入
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

２

法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
法
第
十
七
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
特
定

外
来
生
物
の
捕
獲
等
若
し
く
は
放
出
等
を

さ
せ
、
又
は
当
該
特
定
外
来
生
物
の
捕
獲

等
の
支
障
と
な
る
立
木
竹
を
伐
採
さ
せ
る

こ
と
。

３

法
第
十
三
条
第
三
項(

法
第
十
七
条
の

三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
調
査
等
を
さ
せ
る

旨
を
通
知
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与

え
る
こ
と
。

１

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
温
室
効

果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
の
提
出
を
受
け

る
こ
と
。

２

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
温
室
効

果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
実
績
報
告
書
の
提

出
を
受
け
る
こ
と
。

３

条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
の
提
出
を
受
け

る
こ
と
。

４

条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
実
績
報
告
書
の
提

出
を
受
け
る
こ
と
。

５

条
例
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
必
要

な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と(

地
球
温

暖
化
対
策
を
行
う
場
合
に
限
る
。)

。

10

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
職
員
に
立
入
検
査
又
は
調
査
を
さ

せ
る
こ
と
。

11

条
例
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
国
の
機
関
等
と
協
議
し
、

及
び
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

12

規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
希
少
野
生
生
物
の
個
体
の
捕
獲
等
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。



別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
一
の
項
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
三
号
を
第
三
十
四

号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
三
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

32

令
第
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
一
般
社
団
法
人
の
計
算
書
類
等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
三
農
林
事
務
所
長
の
部
五
の
項
第
一
号
及
び
十
五
の
項
第
一
号
並
び
に
土
木
事
務
所
長
の
部

一
の
項
第
一
号
中｢

設
計
金
額｣

の
下
に｢(

複
数
年
度
に
わ
た
る
委
託
工
事(

鉄
道
委
託
工
事
を
含

む
。)

に
あ
つ
て
は
、
委
託
工
事
全
体
の
設
計
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加

え
、
同
表
建
築
事
務
所
長
の
部
六
の
二
の
項
第
二
号
中｢

設
計
金
額｣

の
下
に｢(

複
数
年
度
に
わ
た

る
委
託
工
事(

鉄
道
委
託
工
事
を
含
む
。)
に
あ
つ
て
は
、
委
託
工
事
全
体
の
設
計
金
額
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
表
長
良
川
上
流
河
川
開
発
工
事
事
務
所
長
、
宮
川
上
流
河
川
開
発
工
事
事
務
所
長
、
岐
阜

駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
長
及
び
流
域
浄
水
事
務
所
長
の
部
一
の
項
第
一
号
中｢

設
計
金
額｣

の

下
に｢(

複
数
年
度
に
わ
た
る
委
託
工
事(

鉄
道
委
託
工
事
を
含
む
。)

に
あ
つ
て
は
、
委
託
工
事
全
体

の
設
計
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
中｢

五
万
円
未
満｣

を｢

十
万
円
未
満｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
八
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中｢

広
報
課
長｣

を｢

秘
書
広
報
課

長｣

に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
中

｢

昭
和
三
六
年
規
則
第
一
一
四
号｣

の
下
に

｢

。
以
下
こ
の
項
中

｢

規
則｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
六
条
た
だ
し
書
の｣

の
下

に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

２

規
則
別
表
第
一
備
考
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
被
服
不
着
用
の
承
認

３

規
則
別
表
第
二
備
考
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
の
変
更
の
承
認

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
三
十
一
の
項
中｢

、
環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則(

昭
和
五
九
年
省

令
第
一
七
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、｢｢

登
録
規
則｣

を｢｢

規
則｣

に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

、
施
行
規
則｣

を
削
り
、｢

登
録
規
則｣

を｢

規
則｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
県
税
事
務
所
及
び
自
動
車
税
事
務
所
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

、
第

百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
六
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
六
項｣

を｢

及
び
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第

六
項｣

に
改
め
、
同
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 ���
４

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
外
来
生
物
の
防
除
を
行
う
こ
と
。

二

大
気
汚
染

防
止
法(

以

下
こ
の
項
中

｢

法｣
と
い

う
。)

の
施

行
事
務

一

岐
阜
県
ゴ

ル
フ
場
の
環

境
管
理
に
関

す
る
規
則

(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

事
務
の
種
類

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

規
則
の
施
行
に
関
す
る
事
務

所

長

決

裁

事

項

課

長

専

決

事

項
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七

フ
ロ
ン
類

の
使
用
の
合

理
化
及
び
管

理
の
適
正
化

六

特
定
化
学

物
質
の
環
境

へ
の
排
出
量

の
把
握
等
及

び
管
理
の
改

善
の
促
進
に

関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

五

ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
対
策

特
別
措
置
法

(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

四

特
定
工
場

に
お
け
る
公

害
防
止
組
織

の
整
備
に
関

す
る
法
律

(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

三

水
質
汚
濁

防
止
法(

以

下
こ
の
項
中

｢
法｣
と
い

う
。)
の
施

行
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十

岐
阜
県
公

害
防
止
条
例

(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

九

特
定
特
殊

自
動
車
排
出

ガ
ス
の
規
制

等
に
関
す
る

法
律(

以
下

こ
の
項
中

｢

法｣

と
い

う
。)

の
施

行
事
務

八

土
壌
汚
染

対
策
法(

以

下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い

う
。)

、
土
壌

汚
染
対
策
法

施
行
規
則

(

以
下
こ
の

項
中｢

施
行

省
令｣

と
い

う
。)

及
び

汚
染
土
壌
処

理
業
に
関
す

る
省
令(

以

下
こ
の
項
中

｢

処
理
業
省

令｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

に
関
す
る
法

律(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
、
施
行
省
令
及
び
処
理
業

省
令
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十
二

廃
棄
物

の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す

る
法
律(

以

下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い

う
。)

、
廃
棄

物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施

行
令(

以
下

こ
の
項
中

｢

令｣

と
い

う
。)

、
廃
棄

物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施

行
規
則(

以

下
こ
の
項
中

｢

省
令｣

と

い
う
。)

及

び
岐
阜
県
廃

棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律

施
行
細
則

(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)

十
一

岐
阜
県

ア
ス
ベ
ス
ト

の
排
出
及
び

飛
散
の
防
止

に
関
す
る
条

例(

以
下
こ

の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

法
、
令
、
省
令
及
び
規
則
の

施
行
に
関
す
る
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
五

浄
化
槽

法(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣
と
い
う
。)

、

岐
阜
県
浄
化

槽
の
保
守
点

検
業
者
の
登

録
に
関
す
る

条
例(

以
下

こ
の
項
中

十
四

岐
阜
県

産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
の

設
置
に
係
る

手
続
の
適
正

化
等
に
関
す

る
条
例(

以

下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

十
三

岐
阜
県

廃
棄
物
の
適

正
処
理
等
に

関
す
る
条
例

(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県

廃
棄
物
の
適

正
処
理
等
に

関
す
る
条
例

施
行
規
則

(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

の
施
行
事
務

１

法
、
条
例
及
び
規
則
の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

条
例
及
び
規
則
の
施
行
に
関

す
る
事
務
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十
七

使
用
済

自
動
車
の
再

資
源
化
等
に

関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の

十
六

ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
廃
棄
物
の

適
正
な
処
理

の
推
進
に
関

す
る
特
別
措

置
法(

以
下

こ
の
項
中

｢

法｣

と
い

う
。)

、
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物

の
適
正
な
処

理
の
推
進
に

関
す
る
特
別

措
置
法
施
行

規
則(

以
下

こ
の
項
中

｢

省
令｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

｢

条
例｣

と

い
う
。)

及

び
岐
阜
県
浄

化
槽
の
保
守

点
検
業
者
の

登
録
に
関
す

る
条
例
施
行

規
則(

以
下

こ
の
項
中

｢

規
則｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
及
び
省
令
の
施
行
に
関
す

る
事
務

二
十
一

岐
阜

県
自
然
環
境

保
全
条
例

(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

二
十

自
然
公

園
法(

以
下

こ
の
項
中

｢

法｣

と
い

う
。)

及
び

岐
阜
県
立
自

然
公
園
条
例

(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

十
九

岐
阜
県

リ
サ
イ
ク
ル

認
定
製
品
の

認
定
及
び
利

用
の
推
進
に

関
す
る
条
例

(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

十
八

岐
阜
県

埋
立
て
等
の

規
制
に
関
す

る
条
例(

以

下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
及
び
条
例
の
施
行
に
関
す

る
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務



別
表
第
二
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
一
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
三

号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
欄
第
十
一
号
中｢

第
四
条
の
八
第
二
項
の｣

を｢

第
四
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

11

令
第
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
計
算
書
類
等
の
届
出
の
受
付

別
表
第
二
農
林
事
務
所
の
表
六
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
及
び
十
五
の
項
所
長
決
裁
事
項
の

欄
第
一
号
、
土
木
事
務
所
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
、
建
築
事
務
所
の
表
六
の
二
の
項

所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
号
、
長
良
川
上
流
河
川
開
発
工
事
事
務
所
及
び
宮
川
上
流
河
川
開
発
工
事
事

務
所
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
、
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
の
表
一
の
項
所

長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
並
び
に
流
域
浄
水
事
務
所
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

設

計
金
額｣

の
下
に｢(

複
数
年
度
に
わ
た
る
委
託
工
事(

鉄
道
委
託
工
事
を
含
む
。)

に
あ
つ
て
は
、
委

託
工
事
全
体
の
設
計
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

附

則
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二
十
四

岐
阜

県
希
少
野
生

生
物
保
護
条

例(

以
下
こ

の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県

希
少
野
生
生

物
保
護
条
例

施
行
規
則

(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

二
十
三

温
泉

法(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

二
十
二

鳥
獣

の
保
護
及
び

管
理
並
び
に

狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る

法
律(

以
下

こ
の
項
中

｢

法｣

と
い

う
。)

及
び

鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並

び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関

す
る
法
律
施

行
規
則(

以

下
こ
の
項
中

｢

省
令｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

条
例
及
び
規
則
の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

法
及
び
省
令
の
施
行
に
関
す

る
事
務

二
十
六

特
定

外
来
生
物
に

よ
る
生
態
系

等
に
係
る
被

害
の
防
止
に

関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

二
十
五

岐
阜

県
地
球
温
暖

化
防
止
及
び

気
候
変
動
適

応
基
本
条
例

(

以
下
こ
の

項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務



こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )��
令
和
八
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


